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 平素より、本県の新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解・ご協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

県では、ゴールデンウィークを「特別集中期間」として不要不急の外出自粛を呼び掛け

たことや、５月１２日から緊急事態措置を開始したことなどにより、繁華街への人出につ

いては、平日、土日ともに減少が見られますが、１回目の緊急事態宣言時と比べると、大

幅に増加しています。加えて、今回の感染の波は前回の波を大きく上回っており、従来株

に比べて感染性が強い変異株への置き換わりが進んでいることから、より一層人出を減ら

す必要があります。 

このため、これまでの措置に加えて、新たに、集客施設を対象として、土日の休業を要

請するとともに、すべての事業者の皆様に対して、在宅勤務（テレワーク）等の活用によ

る出勤者数のさらなる削減をお願いすることなどにより、感染の封じ込めを徹底していく

こととします。 

これまで以上に、厳しい措置をお願いすることになりますが、一日も早く緊急事態措置

から脱却できるよう、御協力をお願いいたします。また、関係機関などへの周知につきま

しても御協力をいただきますようあわせてお願いいたします。 
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